
議案第19号 

 

   令和８年度使用教科用図書の採択について 

 

 令和８年度使用教科用図書について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第21条第６号の規定により、別紙のとおり採択する。 

 

  令和７年８月18日提出 

 

豊岡市教育委員会 

教育長 嶋 公 治 
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令和８年度使用教科用図書選定結果一覧表 

（但馬教科用図書採択地区協議会） 

 

【小学校・義務教育学校（前期）】 

種目 選定発行者名 備 考 

国語 光村図書  

書写 光村図書  

社会 日本文教出版  

地図 帝国書院  

算数 啓林館  

理科 啓林館  

生活 啓林館  

音楽 教育出版  

図画工作 日本文教出版  

家庭 開隆堂  

保健 東京書籍  

外国語 光村図書  

道徳 東京書籍  
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【中学校・義務教育学校（後期）】 

教 科 種 目 発行者名 備考 

国 語 

国 語 光村図書  

書 写 光村図書  

社 会 

地理的分野 帝国書院 
 

 

歴史的分野 日本文教出版  

公民的分野 日本文教出版  

地 図 帝国書院  

数 学 数 学 啓林館  

理 科 理 科 啓林館  

音 楽 

一 般 教育芸術社  

器楽合奏 教育芸術社  

美 術 美 術 日本文教出版  

保健体育 保健体育 学研教育みらい  

技術・家庭 

技術分野 東京書籍  

家庭分野 開隆堂  

外国語 英 語 光村図書  

特別の教科 
道徳 

道 徳 あかつき教育図書  
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＜文部科学省ホームページ「６．教科書採択の方法」より抜粋＞ 

 

 

 

＜「令和７年度使用義務教育諸学校用教科用図書兵庫県採択事務取扱要領」より抜粋＞ 

〔共同採択地区〕 

① 当該採択地区内の市町組合教育委員会は、兵庫県教育委員会告示に基づく兵庫県教科用図

書採択地区ごとに、協議により規約を定め採択地区協議会を組織すること。 

② 採択地区協議会の委員は、より幅広く意見を求める観点から、教育長、校長、教員、保護者、

学識経験者から構成すること。 

③ 採択地区協議会は、指導主事、小・中学校の校長・教員から構成する調査員を置き、各校種、

各種目、各学年に関する教科書の調査研究を十分に行うこと。なお、調査員の選任について

は、教科書採択に直接の利害関係を有する者、依頼を受け著作・編集活動に一定の関与を行

うなど特定の教科書発行者と関係を有する者を選任しないこと。 

④ 当該採択地区内の市町組合教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、

種目ごとに同一の教科用図書を採択すること。 
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【別記】検定・採択の周期  

H30 H31/R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

学校種別等区分 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

検 定 ◎ ◎ ◎

採 択 △ △ △

使用 開始 ● ○ ○ ○

検 定 ◎ ◎ ◎

採 択 ▲ △ △ △

使用 開始 ● ○ ○ ○

検 定 ◎ ◎ ◎

採 択 △ △ △

使用 開始 ○ ○ ○

検 定 ◎ ◎ ◎

採 択 △ △ △

使用 開始 ○ ○ ○

検 定 ◎ ◎ ◎

採 択 △ △ △

使用 開始 ○ ○ ○

年度（西暦）

小　学　校

中　学　校

高

等

学

校

主として

低学年用

主として

中学年用

主として

高学年用

 
 

◎：検定年度  
△：直近の検定で合格した教科書の初めての採択が行われる年度  
○：使用開始年度（小・中学校は原則として 4 年ごと、高校は毎年度採択替え） 
▲：直近の検定で合格した「特別の教科 道徳」の教科書の初めての採択が行

われる年度  
●：「特別の教科 道徳」の使用開始年度  
 
※ 小学校には義務教育学校の前期課程を、中学校には義務教育学校の後期課程及び中

等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。  

※ 小学校における平成 30 年度、中学校における平成 31 年度／令和元年度においては、

「特別の教科 道徳」を除く各教科の教科書について採択が行われた。 

※ 太線以降は、学習指導要領改訂後の教育課程の実施に伴う教科書についてである。  
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議事（報告） 

 

報告第12号 

 

専決処分したものの報告について 

 

専決処分事項について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第29条の規定により、別紙のとおり報告し、承認を求める。 

 

令和７年８月18日提出 

 

豊岡市教育委員会 

教育長 嶋 公 治  
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専決第７号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 損害賠償の額の決定について、市長に委任する専決処分事項の指定について（平

成28年12月27日議決）の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 

  令和７年７月24日専決 

 

豊岡市長 門 間 雄 司  

 

記 

 

事故区分及び  

事故発生年月日 

物損事故  

令和７年７月 11日（金）  午後２時 30分頃 

事故発生場所  兵庫県豊岡市庄境 648番地  

相 手 方 の 

住 所 氏 名 

                  

       

損 害 賠 償 額 66,220円  

事 故 の 概 要 

豊岡市立三江小学校の敷地内において、市職員が刈払機

による除草作業中、跳ね飛ばした石により、同校駐車場に駐

車中の自動車の運転席側前部窓ガラスを損傷させたもの。 

（過失割合 豊岡市 10 割） 
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報告第13号

No. 施 設 名 物 件 名 受 納 日

1 豊岡市教育委員会 現金 － 1,000,000 円 2025年7月9日 団体

2 豊岡市教育委員会 現金 － 1,000,000 円 2025年7月17日 団体

3 豊岡市教育委員会 現金 － 350,000 円 2025年7月24日 個人

2,350,000 円 　　（団体：２件、個人：１件）

教育長　嶋　公 治  　　

記

数量 金　額 寄　附　者

合計

　　　寄附物件の受納について

　下記のとおり寄附物件の申出があり、これを受納したので報告する。

　　令和７年８月18日提出

豊岡市教育委員会　　　　　
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